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《要旨》 

本稿では、日本・ＥＵ・米国の農業支持の比較を通じた直接支払の分析を行った。そ

の際、直接支払には政府への支払免除等の生産者が利益を受ける幅広い範囲の政策措置

まで含めることとした。 

ＧＡＴＴ・ＷＴＯ体制下で国際農業交渉が進む中、生産を刺激する補助金等（国内支

持）は削減が求められた。一方、増産効果等のない補助金は削減の対象外とされたため、

各国・地域で生産と分離された直接支払への移行が進められた。 

ＯＥＣＤが公表しているＰＳＥによる日本・ＥＵ・米国の農業支持の比較では、国・

地域によって農業政策の変遷等に特徴が見られる。％ＰＳＥによる比較では、日本は生

産者の所得に占める直接支払の水準は比較的低いが、市場価格支持を含めたＰＳＥ全体

で見るとＥＵ・米国を上回る農業支持の水準となっていることが確認できた。 

この比較の結果による限り、単に生産者の所得支持を政策目的とした直接支払は納税

者の理解が得られない可能性がある。一方、世界的に環境負荷軽減の取組が求められる

中、環境保全を政策目的とした直接支払は納税者の理解も得やすいのではないか。直接

支払への本格的な移行を進めるならば、直接支払が納税者からの理解を得られる根拠を

積み上げて政策の方向性を明示する必要があるだろう。その上で、政策目的の設定とそ

れに合致した直接支払の制度設計を行うことが重要となる。 

 

 

１．はじめに 

 農業直接支払（以下「直接支払」という。）は、日本の農業政策の文脈では「生産者に直

接交付される補助金」が一般的な定義とされている1。一方で、生産者に直接交付される補

助金に限らず、本来政府が受け取るべき農家からの支払の免除等（例えば、利子補給、農

 
1 馬奈木俊介『農林水産の経済学』（中央経済社、2015 年）27 頁 
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場内投資補助、農業共済に対する国庫補助）も含まれるとして広く捉える見方もあり2、そ

の定義付けによって直接支払に該当する施策も変わることとなる。そこで、まず、直接支

払の定義付けを行う必要があるが、本稿においては、直接支払を「政府が財政負担によっ

て生産者を補助する政策措置」とし、支払の免除等の生産者が利益を受ける幅広い範囲の

政策措置まで含めることとした。幅広い範囲の政策措置まで含めた理由は、政府が生産者

から受ける支払を減免することは、直接交付される補助金と同様に生産者に裨益する効果

があると考えられるためである。そのほか、各国の多種多様な農業政策を一定の基準に基

づき直接支払であるか否かを正確に分類することが困難という技術的な理由もある。 

 以下では、直接支払の特徴・機能について概観した後、貿易自由化の国際交渉を踏まえ

た各国・地域の直接支払への移行の経緯等について整理する。その後、ＯＥＣＤ（経済協

力開発機構）のＰＳＥ（生産者支持推定量：Producer Support Estimate）という指標を用

いて日本・ＥＵ3・米国の農業支持4の比較を通じた直接支払の分析を行う。ＰＳＥは、大別

して、「直接支払」と「市場価格支持」で構成され、ＰＳＥにおける直接支払には支払の免

除等の補助金以外の政策措置も含まれている。また、直接支払の分析では市場価格支持も

含めた農業支持として見ることで、その実態が理解しやすくなる。そのため、ＰＳＥを用

いた農業支持の比較を通じて我が国の直接支払の在り方に関する考察を行うこととしたい。 

 

２．直接支払の特徴・機能 

 直接支払は、財政負担により生産者を補助する政策という特徴がある。財政負担による

補助とは、財源が税金であり生産者の受益の負担を納税者に転嫁することを意味する。そ

のため、納税者の理解を得るための直接支払を正当化する根拠が必要となる。一方、直接

支払と対比される「市場価格支持」（例えば、関税等）は、農産物の価格を市場で決定され

る価格よりも高く（又は低く）設定する政策であり、生産者の受益を負担する者はその農

産物を求める消費者となる5。市場価格支持は、市場を歪曲し生産過剰等の問題を生じさせ

るほか、貿易を歪曲する効果も強いことから経済効率上望ましくないとされる6。 

 また、直接支払は多様な政策目的を設定し、その政策目的に適合する者に限定して直接

的な支援をすることで政策効果を得ることが可能である。例えば、環境保全的農業の推進

という政策目的を設定した場合、そのような農業を行った生産者に対してのみ補助金を交

付することができる。設定されている政策目的としては、所得支持、食料安全保障の確保、

生産条件の補正、農村の振興などがある。一方、市場価格支持は、農産物の価格を特定の

水準に設定する政策であることから利益を受ける者を限定することができないため、政策

目的に適合した者のみを支援するという機能を持たせることは困難である。 

 
2 荘林幹太郎、木村伸吾『農業直接支払いの概念と政策設計－我が国農政の目的に応じた直接支払い政策の確

立に向けて－』（一般財団法人農林統計協会、2014 年）９～11 頁 
3 便宜上、ＥＵの前身であるＥＣ等に関わる事柄であっても「ＥＵ」の表記で統一することとする。 
4 本稿において、農業支持とは「直接支払」と「市場価格支持」を総称したものをいう。 
5 ただし、例外もあり、政府が農産物を市場価格よりも高い価格で買い取り、市場価格よりも低い価格で売り

渡す「二重価格制度」がそれに該当する。この場合、農産物価格は市場価格よりも高い水準で維持されるが、

買い取った価格と売り渡した価格の差額コストは財政負担により賄われるため、その負担者は納税者となる。 
6 直接支払であっても、生産に結び付く支払や輸出補助金などには生産刺激的・貿易歪曲的な効果がある。 
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３．ＧＡＴＴ・ＷＴＯ体制下の農業交渉と各国・地域の対応7 

（１）ＧＡＴＴ・ＷＴＯ体制下の農業交渉 

 保護主義的な物品貿易政策を防止するルールを定めたＧＡＴＴ（関税及び貿易に関する

一般協定）が 1947 年に調印され、以降、ＧＡＴＴ体制の下で貿易の自由化が進められてき

た。1980 年以前は、国・域内農業を保護する政策として、各国・地域では市場価格支持が

主流であった。しかし、農産物の価格を高水準に設定・維持したことにより生産が刺激さ

れ、農産物の生産過剰という問題が生じた。各国・地域の対応について、例えば、ＥＵは

過剰となった農産物を輸出で解消しようとしたが、農産物の域内外価格差が発生しており

高水準に保っていた域内価格では輸出ができなかったため、輸出補助金による輸出促進を

図った。同様に、農産物の過剰在庫の問題を抱え輸出で解消しようとした米国と国際市場

で競合するようになり、こうした輸出補助金付きの農産物の輸出競争はＥＵ・米国間の貿

易摩擦や国際農産物市場の混乱を招いた。こうした問題を解消するため「ＧＡＴＴウルグ

アイ・ラウンド交渉（1986 年～1994 年）」（以下「ＵＲ交渉」という。）において、農業分

野の自由化に加えて農業支持の在り方が初めて本格的な議題となって議論が行われた。 

 ＵＲ交渉は、各国・地域の利害調整に難航したが 1994 年に妥結し、生産を刺激する農業

補助金等（国内支持）の削減を行う合意がなされた8。具体的には、生産を増加させ貿易を

歪曲する効果が強い政策を「黄の政策」（ＡＭＳ（助成合計量）：Aggregate Measurement of 

Support）という指標で表示し、1986 年から 1988 年のＡＭＳの水準に対して 1995 年から

2000 年の６年間で 20％削減することとされた9。他方、生産刺激的・貿易歪曲的な効果の

ない又は最小限の補助金は「緑の政策」10として削減の対象外とされた。そのため、各国・

地域では市場価格支持や生産を増加させ貿易を歪曲する効果が強い補助金（黄の政策）か

ら生産と分離された直接支払（緑の政策）への移行が進められた（（２）参照）。 

 ＵＲ交渉での合意に基づき、ＧＡＴＴに代わって、物品以外にもサービスや投資の貿易

ルールを取り扱う国際機関としてＷＴＯ（世界貿易機関）が 1995 年に設立された11。ＷＴ

Ｏ体制下で、2001 年から「ドーハ・ラウンド交渉」（以下「ＤＲ交渉」という。）が開始さ

れ、農業も交渉分野の一つに位置付けられた。その後、ＤＲ交渉において、引き続き、関

税・国内補助金の削減、輸出補助金の撤廃等に係る交渉が行われることとなった。ＤＲ交

渉では、2006 年に提示された農業モダリティ12案において、「緑の政策」を除く、「黄の政

 
7 ３．及び４．では、国際交渉及び国際比較を扱っているため原則として西暦を使用している。 
8 そのほか、市場アクセスや輸出競争の分野に係る保護水準の引下げが合意された（前者は輸入数量制限等の

関税化や関税の削減、後者は輸出補助金の削減など）。 
9 2000 年までのＡＭＳの削減約束について、例えば、日本、ＥＵ、米国は 1995 年から 2000 年の実施期間内に

達成したほか、2016 年の実績ではそれぞれ 84％、80％、90％の削減を実現している（農林水産省「ＷＴＯ交

渉について」（令和元年７月）<https://www.maff.go.jp/j/kokusai/kousyo/wto/attach/pdf/index-4.pdf>

（以下、ＵＲＬの最終アクセスはいずれも令 3.6.23））。一方で、ＡＭＳによる農業保護削減目標は、その基

準年が 1986 年から 1988 年であることや、基準年のＡＭＳの数値は各国の自己申告で出されたものであるこ

とから、そもそもＡＭＳが実際の農業保護度を示す正確な指標となり得るのか問題視しなければならないと

する評価もある（荏開津典生、鈴木宣弘『農業経済学[第５版]』（岩波書店、2020 年）111～112 頁）。 
10 緑の政策の例としては、環境保全、農村振興、農業に係る試験研究、農業生産を増加させない形での所得支

持などが挙げられる。 
11 ＷＴＯ協定（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定及びその附属協定）による。 
12 各国に共通に適用される貿易自由化の進め方のルールや方式・水準をいう。 
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策」、「デミニミス」13、「青の政策」14の分類（図表１）に応じて国内支持の削減を行う内容

が盛り込まれたが、各国の意見がまとまらず同モダリティ案の合意には至らなかった。そ

の後、2017 年に第 11 回閣僚会議（ブエノスアイレス）において国内支持等に関する議論

は行われたが合意には至らず、他分野とともに引き続き議論を継続することとなっている。  

 

図表１ ＷＴＯ現行協定における国内支持の分類

 
（出所）農林水産省大臣官房国際部「ＷＴＯ交渉について」（令和元年７月）<https://www.maff.go.jp/j/kok

usai/kousyo/wto/attach/pdf/index-4.pdf> 

 

（２）国際農業交渉に対する各国・地域の対応 

ア ＥＵ 

  ＥＵでは、ＣＡＰ（Common Agricultural Policy）という共通農業政策が実施されて

いる。ＣＡＰは、市場価格支持・所得支持（直接支払）政策に係る施策から成る「第一

の柱」と農村振興政策を中心に第一の柱以外の施策から成る「第二の柱」で構成される。 

  ＣＡＰは、1950 年代当時、欧州各国で保護主義的な農業政策が実施されていたことか

ら、欧州内での共通市場の設立、生産の増強を図るには欧州内の農業政策を調整し統一

化する必要があるとして、1962 年に導入されたものである。その後、1980 年頃に過剰在

庫となった農産物の処理等による財政負担の増大やＵＲ交渉、ＤＲ交渉に対応するため、

1992 年、1999 年、2003 年、2008 年、2013 年にそれぞれＣＡＰの改革が行われた。 

  1992 年の改革（通称：マクシャリー改革）では、ＵＲ交渉の妥結に先行して、市場価

格支持から直接支払への移行が進められた。すなわち、それまで域内で高水準に保たれ

ていた農産物の価格を引き下げ、その補償として直接支払（直接所得補償）を導入する

こととした。しかし、このときに導入された直接支払は特定の品目の生産を要件とした

支払であり当該品目の生産を刺激する効果があったため、ＵＲ交渉、ＤＲ交渉で削減の

 
13 農業生産額の５％以下の助成（生産全体に大きな影響を与えないもの）をいう。 
14 削減対象となる直接支払であるが、生産調整などの市場歪曲的効果を軽減させる措置の実施等の要件を満た

すものをいう。 
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対象外とされた緑の政策に該当しなかった。そのため、2003 年の改革において品目を特

定した直接所得補償に代わり、品目や生産によらない「単一支払」が導入されることと

なった。ただし、このとき品目と支払が完全に分離されたわけでなく、従来どおりの特

定品目の作付面積等に基づく支払が一定程度認められた。その理由は、完全な品目・生

産との分離によって生産放棄が懸念されたことや山間地域・条件不利地域の営農意欲の

維持を図るためであったとされる15。こうした国際農業交渉への対応に係る域内農産物

価格の引下げと直接支払の導入等の一連の改革は、2008 年の改革（通称：ヘルスチェッ

ク改革）をもって完了とされた16。 

  市場価格支持から直接支払へ移行したことで財政負担が増す中、直接支払を正当化す

る根拠が課題となった。ＥＵでは、農業・農村の多面的機能17が根拠として挙げられ、環

境保全等の要件を強化する改革が実行された。例えば、1999 年の改革では、「クロスコ

ンプライアンス」18及び「モジュレーション」19が導入されることとなった20。また、2013

年の改革では、ＥＵ加盟国の農業政策に対する裁量の拡大等のため第一の柱の直接支払

（単一支払）が政策目的別に分化され21、環境保全の取組に対する支払である「グリーニ

ング支払」22が盛り込まれた。 

  2013 年の改革後の現行のＣＡＰの実施期間は 2014 年～2020 年までであり、2021 年か

らは新たなＣＡＰが実施されることとされていた。しかし、交渉の遅れにより 2022 年又

は2023年から新たなＣＡＰが実施される見込みとされている23。新たなＣＡＰについて、

2020 年７月の特別欧州理事会結論文書によると、モジュレーションの予算枠の拡大、環

境・気候変動対策に配分される予算の確保、一戸当たり農家への直接支払の受給上限額

の設定（加盟国の任意）等について議論が行われたとされる24。 

 
15 石井圭一「ＥＵの直接支払制度の現状と課題－政策デザインの多様化と分権に向かって－」『農林金融』

（2007.6）33～34 頁 
16 平澤明彦「ＥＵ共通農業政策(ＣＡＰ)の新段階」村田武編『新自由主義グローバリズムと家族農業経営』（筑

波書房、2019 年）133 頁 
17 農村において農業生産活動が継続されることにより生ずる自然環境の保全、生物多様性の保全等の多面にわ

たる機能をいう。 
18 「クロスコンプライアンス」とは、第一の柱に位置付けられている所得支持に係る直接支払を受給するため

に全生産者が最低限遵守すべき環境保全の取組の基準をいう。この基準を遵守しなかった場合には、所得支

持に係る直接支払の受給額が減額されるペナルティ措置が課される。 
19 「モジュレーション」とは、第一の柱と第二の柱間の一定割合以内（例えば、2013 年の改革後の現行のＣＡ

Ｐでは原則として最大 15％）の財源移転をいう。1999 年の改革では第一の柱から第二の柱への一方向の移転

のみ認められていたが、2013 年の改革において双方向の移転を認める新たなモジュレーションが導入された。 
20 クロスコンプライアンス、モジュレーションともに、2003 年の改革において実施が義務化された（モジュ

レーションは 2013 年の改革時に任意化）。 
21 「基礎支払（従来の単一支払に相当）」、「グリーニング支払」、「再分配支払」、「自然制約地支払」、「青年農業

者支払」、「カップル支払」、「小規模農業者支払」の七つの支払に分化された。このうち、基礎支払、グリー

ニング支払、青年農業者支払は全加盟国に実施義務があるが、それ以外の支払は加盟国の任意である。 
22 「グリーニング支払」は、基礎支払の受給者に対し、気候と環境に有益な措置の実施（具体的には、①作物

の多様化、②永年牧草地の維持、③生態系重点地域の確保の３要件の遵守）を義務付け、要件を遵守した者

にのみ支払を行うものである。グリーニング支払については、第一の柱の予算の 30％を配分して実施するこ

とが義務付けられている。 
23 『日本農業新聞』（令 3.4.28） 
24 欧州連合日本政府代表部「ＥＵの共通農業政策の現状と今後の展望」（2020 年 10 月）<https://www.eu.emb-

japan.go.jp/itpr_ja/00_000385.html> 
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イ 米国 

  米国は 1933 年に制定された「農業調整法」において、農産物を担保とした生産者への

短期融資制度である「販売支援融資」（ＭＡＬ：Marketing Assistance Loan）を導入し

た。ＭＡＬは、政府が所定の融資単価で生産者に融資を行い、農産物の市場価格が融資

単価を下回った場合には、担保とした農産物の質流しを行うことで返済の免除を受ける

こと等ができるものであり、市場価格支持の効果がある25。その後、米国は 1973 年制定

の「農業法」（米国の農業政策は通常５年ごとに制定される農業法によって規定）で直接

支払の一種である「不足払い制度」を創設した。不足払い制度とは、市場価格が所定の

水準（目標価格）を下回った場合にその価格差を直接支払によって補塡する制度である。 

  米国の農業政策では、ＭＡＬの融資単価を引き上げることにより国内の農産物の市場

価格を維持し生産者の所得を保証してきた。しかし、次第に輸出競争力が失われていっ

たため、それを回復するためにＭＡＬの融資単価の引下げを行った。そこで、下がった

市場価格の分減少した生産者の所得を不足払い制度によって補塡するという政策を実施

してきたのである。市場価格が下がって生産者の所得が減少したとしても不足払い制度

によって補塡されたため、市場の需要以上の生産が行われ、農産物の生産過剰、ＥＵと

の貿易摩擦へと発展していくこととなった。 

  不足払い制度は生産を増加させる効果が強い黄の政策に該当するとして削減が求めら

れたほか、国内においても農業予算縮小の圧力を受けることとなった。そのため、ＵＲ

交渉が妥結した直後の 1996 年農業法では、不足払い制度が廃止され、代わりに「直接固

定支払制度」が導入された（その後、不足払い制度は 2002 年農業法で復活）。直接固定

支払制度は、生産にかかわらず固定された金額を生産者に支払う直接支払であるため、

削減を求められない緑の政策に位置付けられた。しかし、当時の農産物価格が高値で推

移していたため、農業経営が黒字である中で直接固定支払制度の正当性が問われること

となり、結果として 2014 年農業法において廃止されることとなった。 

  2014 年農業法では、農作物等の価格低下への補償を行う「価格損失補償」（ＰＬＣ：

Price Loss Coverage）や生産者の収入低下への補償を行う「農業リスク補償」（ＡＲＣ：

Agricultural Risk Coverage）が導入された26。現行の 2018 年農業法は、2014 年農業法

の枠組みが継続されたが、農業法施行期間中の５年間は変更ができなかったＰＬＣとＡ

ＲＣの利用選択が毎年変更可能となるなどの制度の見直しが行われた。 

 

４．ＰＳＥによる日本・ＥＵ・米国の農業支持の比較  

 以下では、ＯＥＣＤが公表している「ＰＳＥ」と「％ＰＳＥ」を用いて、日本・ＥＵ・

米国の農業支持の比較及び直接支払の分析を行う。ＰＳＥは「農業者に対する消費者ある

 
25 例えば、生産者はＭＡＬによって短期的な資金を確保することで、市場価格の下落時に販売せずに価格が持

ち直すまで待つことができるほか、返済期限まで市場価格が融資単価を下回ったままであっても、担保とし

た農産物を政府へ引き渡すことで返済が免除されるため、市場価格が低い時に売り急ぐ必要がない。そのた

め、実質的に生産者の販売価格が融資単価の水準で維持される。 
26 米国の主要な農業補助金制度である現行の「農産物プログラム」は、ＰＬＣとＡＲＣから成る「２階部分」

と、ＭＡＬの「１階部分」の２階建て構造となっている。 
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いは納税者からの直接的な移転額」と定義され27、前述のとおり、大別して、市場価格支持

（ＭＰＳ：Market Price Support。以下、４．において「ＭＰＳ」という。）と直接支払で

構成される。本比較においてはＰＳＥからＭＰＳを除いた部分を直接支払として扱う28。 

 ＰＳＥは、生産者に対する移転の絶対額であるため、各国・地域の生産条件・経営規模

等が異なる中で農業支持による経営支援の手厚さの比較に用いるには適さない。そのため、

ＰＳＥによる比較では、各国・地域の農業政策の変遷・特徴について比較することとする。

一方、％ＰＳＥは「農業産出額＋直接支払」に占めるＰＳＥの割合であるため、生産者の

所得に対する農業支持の水準について各国・地域間の比較が可能である。％ＰＳＥによる

比較では、日本・ＥＵ・米国の生産者の所得に占める農業支持の水準について確認するこ

ととする。 

 

（１）ＰＳＥによる比較 

 図表２は 1986 年から 2020 年までのＰＳＥの推移を表している。ＰＳＥについて、年に

よって波はあるものの、全体的には日本と米国は 400 億米ドル程度、ＥＵは 1,000 億米ド

ル程度で推移している。 

 

図表２ 日本・ＥＵ・米国のＰＳＥの推移 

（出所）ＯＥＣＤウェブサイト「Agricultural policy monitoring and evaluation」<https://www.oecd.org

/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/>より筆者作成 

  

 一方、ＰＳＥをＭＰＳと直接支払（ＰＳＥ－ＭＰＳ）に分けて見ると、各国・地域で農

業政策の変遷・特徴が見られる（図表３）。最も大きな変化が見られるのはＥＵである。Ｅ

Ｕは 1992 年にＵＲ交渉の妥結に先行して、大規模な農業改革（マクシャリー改革）を行い

 
27 前掲脚注２、11 頁 
28 直接支払の一般的な定義に従い、更に厳密な比較を行うにはＰＳＥからＭＰＳを除いた後に、生産者に直接

交付される補助金以外の施策を分類して除く必要があるが、本比較ではそのような処理は行わない。 
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ＭＰＳから直接支払への移行を進めた。そのため、1990 年代前半からその状況が顕著に表

れている。米国は、土地資源が豊富で農業の生産力・競争力が高いためＰＳＥは元々低水

準かつ横ばいだが、ＵＲ交渉妥結後の 1990 年代後半から直接支払が若干伸びている。日本

は、ＰＳＥとＭＰＳがほとんど同じ動きをしており、直接支払はほとんど変動していない。

日本は直接支払の割合が低く、関税等のＭＰＳの割合が高いことが読み取れる。 

 

図表３ 日本・ＥＵ・米国のＭＰＳ、直接支払（ＰＳＥ－ＭＰＳ）の推移 

（出所）ＯＥＣＤウェブサイト「Agricultural policy monitoring and evaluation」<https://www.oecd.org

/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/>より筆者作成 

  

 次に、図表４～６は、それぞれ日本、ＥＵ、米国のＰＳＥの構成の推移を示している。 

 ＯＥＣＤは、ＰＳＥを「生産量に基づく支払」29、「投入財に基づく支払」、「現在の耕作

面積等に基づきかつ生産が必要な支払」、「過去の耕作面積等に基づきかつ生産が必要な支

 
29 ＯＥＣＤのデータベース上では、ＭＰＳは「生産量に基づく支払」に分類されている。図表４～６上では、

ＭＰＳを「生産量に基づく支払」と切り離して表示している。 
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払」、「過去の耕作面積等に基づきかつ生産が不要な支払」、「非農産物基準に基づく支払」、

「その他」に分類している。一般的には、この順に生産を増加させる効果が高いとされて

いる30。例えば、「生産量に基づく支払」は生産量を増加させるほど補助金の受給額が増加

するため、増産のインセンティブが強く働くこととなる。また、「現在の耕作面積等に基づ

く支払」は、受給額の基準が耕作面積等であり増産しても受給額は増加しないことから、

増産に対する効果は「生産量に基づく支払」と比較して小さい。しかし、耕作面積等を拡

大するインセンティブは働くことから、「過去の耕作面積等に基づく支払」（過去の一定期

間の耕作面積等が支払の基準となるため現在の生産にかかわらず受給額が固定される）よ

りは増産に対する効果は大きいということになる。 

 日本は、前述のとおりＭＰＳが多くを占めるが、品目としては米が大きな割合を占めて

いる。例えば、2020 年のＭＰＳ額３兆 1,721 億円のうち、米が１兆 1,926 億円で 37.6％を

占めている31。さらに、直接支払について細かく見ると、2010 年頃に「現在の耕作面積等

に基づきかつ生産が必要な支払」が増加している。これは、生産調整を条件に全ての販売

農家を対象に交付金を直接交付する「戸別所得補償制度」32が導入されたことによるもので

ある。傾向として日本の農業支持は米について手厚いことが読み取れる。 

 

図表４ 日本のＰＳＥの構成の推移 

（出所）ＯＥＣＤウェブサイト「Agricultural policy monitoring and evaluation」<https://www.oecd.org

/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/>より筆者作成 

 
30 前掲脚注２、18 頁 
31 ＯＥＣＤウェブサイト「Agricultural policy monitoring and evaluation」<https://www.oecd.org/agri

culture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/> 
32 「戸別所得補償制度」とは、全ての販売農家を対象として、販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物

について、その差額を直接交付することを基本とする制度である。ＯＥＣＤのデータベース上では、同制度

のうち、「米の直接支払交付金」と「米価変動補塡交付金」が計上されている。 
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 ＥＵは 1990 年代前半まではＭＰＳが多くを占めていたが、一連の改革によりその規模

を大きく縮小させてきた。その補償として、1992 年の改革で品目を特定した直接所得補償

を導入したため、「現在の耕作面積等に基づきかつ生産が必要な支払」が増加した。さらに、

2003 年の改革において、品目・生産と分離した単一支払を導入したため、2005 年から「過

去の耕作面積等に基づきかつ生産が不要な支払」が急速に拡大している。 

 

図表５ ＥＵのＰＳＥの構成の推移 

（出所）ＯＥＣＤウェブサイト「Agricultural policy monitoring and evaluation」<https://www.oecd.org

/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/>より筆者作成 

  

 米国は、直接支払を中心に様々な農業支持を行ってきたが、特徴的なのは 1996 年から増

加した「過去の耕作面積等に基づきかつ生産が不要な支払」である。これは 1996 年農業法

から生産にかかわらず固定された金額を生産者に支払う直接固定支払が導入されたことに

よるものである。しかし、2014 年農業法で同支払が廃止され、それ以降は同カテゴリーの

予算は次第に縮小してきている。 
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図表６ 米国のＰＳＥの構成の推移 

（注） 2018 年に「生産量に基づく支払（ＭＰＳ除く）」、2019 年に「現在の耕作面積等に基づきかつ生産が必

要な支払」がそれぞれ前年に比べて大きく伸びているのは、中国との貿易摩擦によって生じた生産者

の損失を補償するために実施された「市場円滑化プログラム」（ＭＦＰ：Market Facilitation Program）

の予算額が計上されたことによるものである。また、2020 年に「生産量に基づく支払（ＭＰＳ除く）」

が大きく伸びているのは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生産者を支援する「コロナウイ

ルス食料支援プログラム」（ＣＦＡＰ：Coronavirus Food Assistance Program）の予算額が計上され

たことによるものである。 

（出所）ＯＥＣＤウェブサイト「Agricultural policy monitoring and evaluation」<https://www.oecd.org

/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/>より筆者作成 

 

（２）％ＰＳＥによる比較 

 図表７は 1986 年から 2020 年までの％ＰＳＥ及び「生産者の所得に占める直接支払の割

合」33（以下「％直接支払」という。）の推移を示している。 

 ％ＰＳＥについて見ると、日本、ＥＵ、米国の順に割合が高くなっている。この結果の

みに着目すると、日本の生産者はＥＵ、米国に比べて高水準の支持となっており、2020 年

では所得の約４割が農業支持によるものということになる。一方で、％直接支払について

見ると、近年はＥＵが高水準で推移しており、日本及び米国が同程度の水準となっている。 

 以上の比較から、日本の直接支払はＥＵや一時期の米国と比べて低水準にあることが言

えるだろう。しかし、この比較をもって日本の農業支持がＥＵや米国と比べて不十分であ

るとまで言うことは難しい。なぜなら、ＭＰＳを含むＰＳＥ全体として見た場合、日本の

農業支持はむしろ高水準にあり、ＥＵ・米国との直接支払の水準の差が覆るほど強力なＭ

ＰＳが措置されているためである。 

 
33 「ＰＳＥ（＝ＭＰＳ＋直接支払）/（農業産出額＋直接支払）」の分子のＰＳＥからＭＰＳを除く処理を行っ

て算出した値である。 
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 ただ、一点留意すべきは、最近の経済連携協定の発効等34により、日本の関税は将来、段

階的に引き下げられること35である。関税が引き下げられた場合、日本のＰＳＥはＭＰＳが

大部分を占めているため、％ＰＳＥも大幅に下がることが予想される。そのような状況の

中で直接支払の水準がどのように推移していくこととなるのか注目されるだろう。 

 

図表７ 日本・ＥＵ・米国の％ＰＳＥ及び％直接支払の推移 

（出所）ＯＥＣＤウェブサイト「Agricultural policy monitoring and evaluation」<https://www.oecd.org

/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/>より筆者作成 

 
34 2018 年 12 月 30 日に「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」（ＴＰＰ11）、2019 年

２月１日に「日・ＥＵ経済連携協定」（日ＥＵ・ＥＰＡ）、2020 年１月１日に「日米貿易協定」、2021 年１月

１日に「日英包括的経済連携協定」（日英ＥＰＡ）がそれぞれ発効し、さらに、2021 年４月 28 日に「地域的

な包括的経済連携（ＲＣＥＰ）協定」が国会承認された。 
35 例えば、ＴＰＰ11 や日米貿易協定では、牛肉の関税率について発効前の 38.5％から 16 年間の関税削減期間

で段階的に引き下げられ、最終的な関税率は９％になる。 
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５．おわりに  

 本稿においては、直接支払を「生産者に直接交付される補助金」という一般的な定義よ

りも広く捉え、生産者に裨益する効果がある政策措置であれば直接交付される補助金に限

らず対象に含めることとした。そのため、一般的な定義に従えば直接支払に該当しない政

策措置も多く含まれている。また、直接支払は支払の形態や生産に対する効果、政策目的

によって更に細かい分類が可能であるが、そのような整理は行っていない。これらの点を

踏まえると本稿における直接支払の概念整理は粗いものであることは否めないだろう。一

方で、各国の多種多様な農業政策について直接支払であるか否かを分類するには膨大な情

報・時間・労力が必要となるほか、客観性・正確性・統一性を担保することが課題となる。

こうした課題に対応するため、本稿では直接支払を一般的な概念より広く捉え、国際比較

に当たっては十分な情報量と共通の基準に基づいて算出されたＯＥＣＤのＰＳＥを用いた

農業支持の比較を通じて直接支払の分析を行うこととした。仮に、ＰＳＥに依拠せず一般

的な定義に基づく直接支払の国際比較・分析を行うならば、直接支払の基準や要件を明確

に設定し、各国・地域の農業政策がそれに該当するか否かを詳細に検討し分類する作業が

必要であるが、それは今後の課題となろう。 

 ％ＰＳＥに基づき日本・ＥＵ・米国の農業支持の水準の比較を行った結果として、日本

は直接支払ではＥＵと比較して低水準、米国と比較して同水準にあるものの、市場価格支

持を含めたＰＳＥ全体ではＥＵ・米国を上回る水準であることが確認できた。仮に、日本

においてもＥＵと同様に、市場価格支持から直接支払へと本格的な移行を進めていくとし

た場合、この比較の結果による限りでは、単に生産者の所得支持を政策目的とするのでは、

関係する既存制度の拡充又は新たな制度の導入を進めることは簡単ではないだろう。なぜ

なら、生産者の所得支持のみを政策目的とするのでは外部効果が弱いことから納税者の理

解が得られず、ＥＵや米国が経験したように最終的には制度の変更又は廃止を余儀なくさ

れることも想定されるためである。 

 一方、環境保全を政策目的とした直接支払はどうか。近年、地球温暖化による気候変動

や大規模自然災害の激甚化・頻発化を抑止するため、世界全体で環境負荷軽減の取組が求

められている。菅義偉内閣総理大臣は、令和２年 10 月 26 日の第 203 回国会（臨時会）に

おける所信表明演説において、「2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにす

る、すなわち 2050 年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」36と宣言した。

また、農林水産省は３年５月 12 日に食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノ

ベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」37を策定した。我が国でも環境負荷軽

減に向けた取組、環境保全的な農業の実施に対する機運が高まっており、今後、より環境

政策と親和的な農業政策が展開されるならば、環境保全を政策目的とした直接支払を拡充

 
36 第 203 回国会参議院本会議録第１号３頁（令 2.10.26） 
37 同戦略では、2050 年までに目指す姿として、農林水産業のＣＯ₂ゼロエミッション化、化学農薬使用量（リ

スク換算）の 50％低減、輸入原料や化石燃料を原料とした化学肥料の使用量の 30％低減、耕地面積に占める

有機農業の取組面積の割合を 25％（100 万 ha）に拡大すること等が示されている（農林水産省「みどりの食

料システム戦略」（令和３年５月）<https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/index.html

>）。 
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することも検討されてよいのではないだろうか38。あるいは、ＥＵのように、既存の直接支

払の受給条件として生産者に環境保全的な取組の実施を求めることも別の選択肢と考えら

れる。その場合、どの水準までの環境保全的農業の取組を生産者の責任に求め、その水準

を超える場合には社会の責任（財政）において負担するのか、生産者と社会の責任境界線

（レファランスレベル）の設定39という考え方も重要となろう。 

 いずれにしても、直接支払への本格的な移行を進めるならば、直接支払が納税者からの

理解を得られる根拠を積み上げ、政策の方向性を明示する必要があるだろう。その上で、

政策目的の設定とそれに合致した直接支払の制度設計を行うことが重要となる。 
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38 環境保全を政策目的とした直接支払の代表例として「環境保全型農業直接支払交付金」があるが、令和３年

度当初予算額は 25 億円であり、令和３年度農林水産関係当初予算の総額２兆 3,050 億円に対して占める割

合は 0.1％程度である。 
39 前掲脚注２、89～92 頁が詳しい。 


